
精神科病院における入院患者集団虐待事件に関する声明 

 

 

神戸市西区の神出病院の看護師等６名が、統合失調症や認知症の入院患者を虐待したと

して、兵庫県警に逮捕されたことが報じられた。 

 

精神科病院の医療関係者による患者に対する暴力等の撲滅は、現代においても全国的な

課題であるとはいえ、神出病院の事件は、以下の点で特異性がある。すなわち、患者、家

族等からの訴えや内部告発ではなく、また行政機関による実地指導の結果でもなく、当該

加害者が別件逮捕されたことで副次的に発覚したものであり、詳らかにされた虐待事実の

凶暴性や残酷さに、精神医療と福祉に携わる職能団体として強い憤りを感じずにはいられ

ない。 

 

密室の中で人間としての尊厳を踏みにじられた方々の苦痛、怒り、恐怖、無念を思うと

き、このような虐待が日常的に行われ、長期間にわたり看過されていた現実に対して厳正

な調査による真相究明と、入院患者の権利擁護の確立に向け、神出病院には猛省に基づく

抜本的改善を求めたい。また、監督権を有する神戸市に対する責任追及もされて然るべき

である。 

 

一方、この事件を、悪質な職員個人の資質や、劣悪な一病院の体質の問題で終わらせて

はならない。入院医療中心から地域生活中心へと政策転換が図られて久しいにもかかわら

ず、未だ入院医療に依存した精神医療や、いわゆる「精神科特例」、および強制入院におけ

る権利擁護の仕組みの不備は現存している。精神科救急や急性期病棟の重装備化も、隔離

や身体拘束の増加を招いている。こうした精神医療の現状が、もっとも弱い立場におかれ

た入院患者に対する暴力の温床となり、また行政機関における実地指導、実地審査の形骸

化や精神医療審査会などの権利擁護システムの機能不全が、悲劇を助長していると言えよ

う。 

 

このような事件の根絶に向け、精神保健福祉法の改正による権利擁護の機能強化ととも

に、障害者虐待防止法、高齢者虐待防止法等の対象を医療機関に拡大するよう改めて求め

たい。神出病院においても、その先鞭をつけるべき精神保健福祉士が本来の機能を発揮で

きるよう関係者と連携して支援しなければならない。 

 

私たち精神保健福祉士は、精神障害者の権利擁護の実効に向けて全力で取り組むことを

ここに表明する。 
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